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各施設の電話番号は３５ページをご覧ください

こころの電話相談　〔察(２５)８２６４〕 毎週水曜日　午前１０時～午後３時３０分（ただし、祝日、年末年始は休み）
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※新型コロナウイルス感染拡大の防止のため、
一部の相談は電話対応のみとなります。

子
育
て

く
ら
し

ゆ
と
り

保
健
医
療

相
談



ワンポイント！介護講習会

とき　２月２５日(木) 、午後２時～３時

ところ　中央公民館喜志分館（レイン

ボーホール（市民会館）内）

内容　オムツ交換とポータブルトイレ

の取り扱いをテーマに、介護技術の習

得をめざす

対象者　高齢者を介護する家族や介護

に関心のある人など

定員　１０人　

参加費　無料　持ち物　飲み物

※動きやすい服装で参加してください。

申し込み　２月２４日(水) までに、高齢介

護課（内線１９７）へ（申し込み多数の場

合抽選）

 

経済センサス調査員を募集

　本市では令和３年経済センサス調査

員（４月～６月実施）を募集していま

す。調査件数に応じて報酬も支給され

ます。

対象者　２０歳以上の人

申し込み　２月２６日(金) までに、申込書

に必要事項を記入し総務課（内線３３１）へ

※申込書は総務課で配布。市ウェブサ

イト（総務課のページ）からダウンロー

ドもできます。

 

ひきこもり相談窓口を実施し
ています

　本市ではおおむね１５歳～３９歳までの

人およびその家族を対象にひきこもり

相談窓口を開設しています。ぜひご利

用ください。

とき・ところ　毎月第４木曜日＝

 Ｔｏｐｉｃ （きらめき創造館）、３月・
ト ピ ッ ク

６月・９月・１２月の第２火曜日＝金剛

連絡所、いずれも午後１時３０分～２時、

午後２時３０分～４時

定員　各１人

※申し込み方法など詳しくは、お問い

合わせください。

問い合わせ　生涯学習課〔察(２６)８０５６〕

募　集

相　談

 

 ＺＯＯＭ で脳トレ＆体操教室
ズ ー ム

　ウェブ会議ツールＺＯＯＭを使って、

自宅にいながら、簡単なレクリエーショ

ンや体操を楽しみませんか。

とき　①２月２２日(月) 、②２６日(金) 、いず

れも午後１時～２時３０分（全２回）

ところ　①ＮＰＯ法人きんきうぇぶ、

②自宅

内容　①ＺＯＯＭの使い方、②脳トレ

＆体操

対象者　６５歳以上の人

定員　７人　参加費　無料

申し込み　２月８日(月) ～、同きんき

うぇぶ〔察(２９)００１９〕へ（申し込み先

着順）

おれんじパートナー交流会

　認知症ケアの情報交換や介護経験者

の経験から、不安や悩み、困りごとの

解決のヒントをみつけませんか。

とき　２月２４日(水) 、午後１時３０分～３時

ところ　すばるホール３階会議室２

対象者　認知症の人やその家族、認知

症サポーター、地域で認知症ケアを進

めていきたい人、認知症に関心のある

人など

定員　１８人（当日、直接会場へ）

※認知症の人が参加される場合は、事

前にご連絡ください。

参加費　１００円（お茶・お菓子代）

問い合わせ　井尻さん（おれんじパー

トナー事務局）〔察０９０(３９９６)００７１〕

物忘れ予防教室

とき　３月５日～２６日の毎週金曜日、

午前９時４５分～１１時４５分（全４回）

ところ　けあぱる

内容　認知症に関する講義、認知症予

防に役立つ運動や食事、音楽など

対象者　市内在住で６５歳以上の人

定員　２０人　

参加費　無料

申し込み　２月２３日(祝) までに、ウエル

ネスけあぱるへ（電話申し込み可）

※申し込み多数の場合抽選。ただし、

初めて参加される人を優先します。

講座・催し
行政書士無料相談

とき　２月１８日(木) 、午後１時３０分～４

時３０分

ところ　レインボーホール（市民会館）

内容　相続、遺言、成年後見制度、離

婚、賃貸借・売買（不動産など）に関

する相談

申し込み　濵田さん（行政書士会南大

阪支部）〔察(５０)１１１０〕へ（日曜日を除

く午前１０時～午後６時）

特設無料法律相談

とき　３月８日(月) 、午後１時～４時

ところ　金剛連絡所

内容　相続、離婚、不動産問題、労働

問題など法律問題のトラブル

対象者　市内在住で、過去１年間に２８

ページ「今月の相談」の法律相談を受

けていない人　

定員　６人

申し込み　２月８日(月) ～、都市魅力課

（内線１８２）へ（申し込み先着順）

不動産に関する無料相談

　「大阪府宅地建物取引業協会南大阪

支部」と「（公社）全日本不動産協会大

阪府本部大阪南支部」が連携し、不動

産に関する無料相談を実施します。

とき　３月４日(木) 、午後１時～４時

ところ　市役所１階市民相談室

内容　住宅の購入や賃貸マンションの

契約など不動産を安全に取引するため

の事前相談　

定員　６人

申し込み　２月８日(月) ～３月３日(水) 

（土・日曜日、祝日を除く午前９時～

午後４時）に、「大阪府宅地建物取引業

協会南大阪支部」〔察０７２(９５８)３００５〕へ

（申し込み先着順）

２９ ※掲載されているイベントなどは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止または延期する場合があります。
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確定申告には「社会保険料控
除証明書」などが必要です

　国民年金保険料を社会保険料控除と

して申告するには、１年間に納付した

保険料額を証明する書類などの提出が

義務付けられており、昨年１月１日～

９月３０日に納付した保険料の額を証明

する社会保険料（国民年金保険料）控

除証明書が、日本年金機構本部より昨

年１１月下旬に送付されています。

　確定申告には、この証明書と１０月１

日～１２月３１日に納めたことを確認でき

る「領収書」などの添付が必要です。ま

た、１０月１日以降に初めて保険料を納

めた人には、２月上旬に証明書が送付

されます。

　なお、本人の保険料だけでなく、配

偶者や家族の保険料を納付した場合

も、その納付額全額が納付した人の控

除対象となります（合算して申告する

場合、配偶者、家族分の証明書も一緒

に添付する必要があります）。

問い合わせ　ねんきん加入者ダイヤル

（ナビダイヤル）〔察０５７０(００３)００４〕、

ＩＰ電話からは〔察０３(６６３０)２５２５〕（３

月１５日(月) までの月～金曜日（祝日を除

く、午前８時３０分～午後７時）、２月１３

日(土) 、３月１３日(土) 、午前９時３０分～午

後４時）、または天王寺年金事務所

〔察０６(６７７２)７５３１〕

国民年金
国民年金前納割引制度

　国民年金保険料の納付には、便利な

口座振替をご利用ください。口座振替

では、当月分保険料を当月末に振替納

付することにより、月々５０円割引され

る「早割制度」や現金納付より割引額

が多い「６カ月前納（４月～９月）」「１

年前納（４月～翌年３月）」「２年前納

（４月～翌々年３月）」があり、大変お

得です。

　口座振替・クレジットカード払いで

「６カ月前納」「１年前納」「２年前納」

をご利用の場合は、令和３年２月末ま

でに申し込みが必要です。

　また、社会保険料控除については、

２年前納分の全額を納めた年に控除す

る方法か、各年に控除する方法のいず

れかを選択していただけます。詳しく

はお問い合わせください。

問い合わせ　天王寺年金事務所〔察０６

(６７７２)７５３１〕

 

水道管の冬支度はお済みです
か

　気温が氷点下になると、水が凍り水

道管が破裂することがあります。

　次のような場合は特に注意してくだ

さい。

・水道管がむき出しになっている

・水道管が家の北側にある

・水道管に風が強く当たる

・低温注意報が発表されたとき

上下水道

■凍結を防止するには

　水道管や蛇口などを保温材・毛布な

どで包み、その上からビニールを巻き

保護しましょう。

■水道管が凍ったときには

　タオルなどを巻きつけ、その上から

ゆっくりぬるま湯をかけて溶かしま

す。熱湯を直接かけないでください。

■水道管が破裂したときには

　止水栓を閉め、水を止めて修繕を申

し込んでください。また、止水栓の位

置はあらかじめ確認しておきましょう。

※水道の修繕は、市指定給水装置工事

事業者へ。

問い合わせ　水道工務課（内線２５７、２９５）

 

精神疾患を患った人の家族相
談会に参加しませんか

　一人で悩んでいませんか。他人に言

えない悩みを家族同士で語り合い、支

え合い、学び合い、回復する力をつけ

ることをめざしています。気軽にご参

加ください。

とき　毎月第２日曜日

ところ　総合福祉会館

対象者　こころのバランスを崩した家

族を持つ人　

参加費　無料　

※開催日時や申し込み方法など詳しく

は、お問い合わせください。

問い合わせ　佐野さん（市精神障がい

者家族会）〔察０８０(３８１４)６５８９・Ｅメール

ooya7788@yahoo.co.jp〕へ

講座・催し

各施設の電話番号は３５ページをご覧ください

３０※イベントなどに参加される際は、感染防止のため、マスクの着用など主催者の指示に従ってください。
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掲掲掲掲掲掲掲掲掲掲掲掲掲掲掲掲掲掲掲掲掲掲掲掲掲掲掲掲掲載載載載載載載載載載載載載載載載載載載載載載載載載載載載載しししししししししししししししししししししししししししししままままままままままままままままままままままままままままませせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんん掲載しませんかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかか
　本市では、市民の皆さんの利便性の向上と、財源の確保に努めるた

め、市ウェブサイトにバナー広告を掲載しています。

　広告主を随時募集していますので、ぜひ企業や商品の宣伝、イメー

ジアップに本市バナー広告の掲載をご検討ください。

※申し込み方法など詳しくは、市ウェブサイト（都市魅力課

のページ）をご覧ください（右図のＱＲコードからもアクセ

スできます）。

問い合わせ　都市魅力課（内線３２６）

「平成３１年度全国広報コン
クール」読売新聞社賞受賞！
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市・府民税申告書の提出期限
は３月15日(月)です

　市・府民税は、令和３年１月１日現

在、本市にお住まいの人に、前年中(令

和２年１月１日～１２月３１日)の所得に

基づき課税されます。

　この申告は、市・府民税の課税、国

民健康保険料・介護保険料などの算定

の基礎となるほか、保育所入所や児童

手当、福祉医療費などの申請、各種証

明書の交付に必要となる重要な手続き

ですので、期間内に申告してください。

◆市役所地下902・903会議室

とき　２月１６日(火) ～３月１５日(月) （土・

日曜日、祝日は除く）、午前９時～午後

５時３０分　

※ただし、２月２１日(日) 、２８日(日) は開設

します。

税
◆金剛連絡所２階大ホール

とき　２月５日(金) 、８日(月) ～１０日(水) 、

１２日(金) 、午前１０時～午後４時

●郵送による申告をご利用ください

　令和３年度分の市・府民税申告書か

らインターネットで作成ができるよう

になりました。作成した申告書を印刷

したり、手書きで作成したりした申告

書の内容を確認の上、必要書類を添付

して郵送で提出することができます。

新型コロナウイルス感染拡大防止の観

点からも、郵送による提出にご協力を

お願いします。

※同システムには、市ウェブサイト（課

税課のページ）からアクセスできます。

市・府民税申告が不要な人

①所得税の確定申告をする人

②給与所得のみの人（給与支払者から

市へ給与支払報告書が提出されない場

合は申告が必要です）

③公的年金に係る所得のみの人

※上記②③に該当する人でも、医療費

控除、寄付金控除、その他源泉徴収票

に記載のない控除を受けようとする場

合は申告が必要です。

問い合わせ　課税課（内線１１１、１１２、１１７）

「償却資産（固定資産税）の申
告」はお済みですか

　償却資産とは、会社や個人事業主が

事業に用いるために所有している構築

物や機械、装置、車両や運搬具、工具、

器具、備品などのことです。

　令和３年１月１日現在、償却資産を

所有している人は、申告が必要です。

また、廃業・移転などで、すべての資

産が減少した人も、減少の申告をお願

いします。

　申告書類は令和２年１２月中に郵送し

ていますが、手元に届いていないとき

や、事業開始により初めて申告される

人はご連絡ください。

問い合わせ　課税課（内線１１４、１１５）

３１ ※掲載されているイベントなどは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止または延期する場合があります。

開設期間　２月１６日(火) ～３月１５

日(月) （土・日曜日、祝日は除く）、

午前９時～午後４時　

※ただし、２月２１日(日) 、２８日(日) 

は開設します。

ところ　すばるホール（桜ケ丘

町２の８）４階銀河の間

持ち物　筆記用具、計算器具、関係書類や前年分の申

告書の控えなど

○会場への入場には「入場整理券」が必要です　

　新型コロナウイルス感染拡大防止対策の一環とし

て、会場内の混雑緩和のため、会場への入場には、入

場できる時間枠が指定された「入場整理券」が必要と

なります。入場整理券は、会場で当日配布しますが、

国税庁 ＬＩＮＥ 公式アカウントで事前発行もできま
ラ イ ン

す。事前発行の詳しい方法は、ＬＩＮＥで「入場整理

券」を取得する方法をご覧ください。

※国税庁ＬＩＮＥ公式アカウントには、右図

のＱＲコードから「友だち追加」できます。

※入場整理券の配付状況に応じて早めに相談受付を終

了したり、後日の来場をお願いしたりする場合があり

ます。

○パソコンやスマートフォンでの申告をお願いします

　申告書作成会場は、毎年大変混み合いますので、国

税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を

利用した自宅などでの申告書の作成にご協力をお願い

ます。また、申告書を提出される場合は、郵送または

富田林税務署窓口へ直接お持ちください。作成済みの

申告書は、２月１５日(月) 以前でも提出できます。

※「確定申告書等作成コーナー」には、右図

のＱＲコードからアクセスできます。

○医療費控除を受けるには「医療費控除の明細書」の

添付が必要です

　医療費控除を受ける場合、領収書の提出の代わりに

「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。

※明細書の様式は、国税庁ホームページからダウン

ロードできます。

○年金所得者の所得税の確定申告手続きが簡素化され

ています

　公的年金等の収入が４００万円以下であり、かつ公的年

金等以外の所得金額が２０万円以下である場合は、確定

申告書の提出は不要です。ただし、この場合であって

も所得税の還付を受けるために還付申告書を提出する

ことはできます。

※所得税の確定申告が不要な場合でも、市・府民税の

申告が必要となる場合があります（上記「市・府民税

申告書の提出期限は３月１５日(月) です」を参照）。

問い合わせ　富田林税務署〔察(２４)３２８１〕

富田林税務署からのお知らせ～富田林税務署の確定申告会場は「すばるホール」です～
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